
凡例2

平成29年10月１日号

a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金  h持ち物  i申込  j問い合わせ  lファクス  mメール  kホームページ  n田無庁舎  o保谷庁舎

証明書コンビニ交付サービス停止

届け出・税・年金な
ど

　東京都の庁舎電気設備点検に伴い、マ
イナンバーカードを利用した証明書コン
ビニ交付サービスが下記の日程で終日停
止します。ご理解とご協力をお願いします。
　なお、停止日程は変更になる場合があ
りますので、最新の情報は市kをご覧
ください。
a10月21日㈯
d市内外の全ての店舗
◆市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口

a10月14日㈯・15日㈰午前９時～午後４時
b ●市税…納税課（田無庁舎４階）
●�国民健康保険料…保険年金課（田無庁
舎２階）　※田無庁舎のみ

c市税・国民健康保険料の納付および
相談、納付書の再発行など

◆納税課np042－460－9832
◆保険年金課np042－460－9824

家屋調査にご協力を

　下記の期間中に新築・増改築などをし
た家屋は、平成30年度から固定資産税・
都市計画税の課税対象となります。
　市ではその税額の基となる家屋の評価
額を算出するため、家屋調査を行ってい
ます。
□対象期間　平成29年１月２日～翌年
１月１日
□調査方法　市職員が対象家屋を訪問し、
家屋の内装・外装（屋根・外壁・天井など）
および住宅設備（風呂・トイレなど）を調査
□調査日時　事前に書面で通知し、都合

の良い日時に伺います。書面が届きまし
たら、下記へご連絡ください。
◆資産税課np042－460－9830

認定長期優良住宅の固定資産税を減額

　次の要件を満たす住宅に係る固定資産
税を一定期間、２分の１減額します（都
市計画税を除く）。
□要件　●「長期優良住宅の普及の促進
に関する法律」に規定する認定長期優良
住宅　●平成29年１月２日～翌年１月１
日に新築された住宅　●居住部分の床面
積が50㎡（一戸建て以外の貸家住宅は40
㎡）以上280㎡以下で当該家屋の２分の
１以上　●平成30年１月31日までに、資
産税課（田無庁舎４階）に必要書類を提出
□減額範囲　居住部分の床面積120㎡まで

住宅の種類 減額期間
３階建て以上の
準耐火構造および
耐火構造の住宅

新たに課税される
年度から７年間

上記以外の住宅 新たに課税される
年度から５年間

□必要書類　●認定長期優良住宅に係る
固定資産税の減額適用申告書　●長期優
良住宅の普及の促進に関する法律施行規
則第６・９・13条に規定する通知書の
写し（認定長期優良住宅であることを証
する通知書の写し）
i市職員が家屋調査に訪問した際に、
認定長期優良住宅であることをお伝えく
ださい。手続き方法をご説明します。
◆認定長期優良住宅について…
　建築指導課op042－438－4017
◆認定長期優良住宅の新築家屋への減額に
ついて…資産税課np042－460－9830

障害基礎年金をご存じですか

　病気やけがなどで一定の障害の状態に
なったとき、次の①～③全てに該当する
場合は障害基礎年金が支給されます。
①初診日（障害の原因となった病気やけ
がで、初めて医師の診察を受けた日）が
次のいずれかの期間にある
●国民年金の被保険者期間
●�60歳以上65歳未満の年金未加入期間
（国内に住所がない方・老齢基礎年金
の繰り上げ受給者は対象外）

●20歳前の年金未加入期間

②障害認定日（初診日から１年６カ月後、
またはそれ以前に症状が固定した日。初
診日から１年６カ月後の日が20歳前の
場合、20歳の誕生日前日）において、政
令で定める障害等級の１級または２級に
該当している
③初診日の前日時点で納付要件（原則ま
たは特例）を満たしている（20歳前に初
診日がある場合の納付要件はなし）
　障害基礎年金の受給には請求手続きが
必要です。請求者の状況により必要書類
が異なるため、請求前にご相談ください。
※障害者手帳等とは別の認定基準です。
手帳等がなくても請求可
※手帳等の提示のみでは請求不可
□市役所での相談・受付
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民課
（保谷庁舎１階）　※保谷庁舎の場合は
p042－438－4020へ要予約
j武蔵野年金事務所p0422－56－1411
◆保険年金課np042－460－9825

国民健康保険被保険者証を更新

　10月１日から有効の保険証を９月上旬か
ら世帯主宛てに簡易書留で送付しました。
　不在のため郵便局で保管されていた保
険証が、保管期間経過により戻ってきて
います。郵便物等お預かりのお知らせを
お持ちの方は、保険年金課（田無庁舎２
階）でお受け取りください。
hお知らせ・本人確認書類（免許証・パ
スポート・旧保険証など）・認め印
※田無庁舎へご来庁できない場合は、下
記までご連絡ください。
◆保険年金課np042－460－9822

後期高齢者医療保険加入者の
葬祭費助成
　後期高齢者医療保険の加入者が亡く
なった場合、遺族（喪主）の方へ葬祭費の
助成を行っています。
d東京都後期高齢者医療広域連合が保
険者で保険者番号が「39132295」の方
の遺族（喪主）
h申請者（喪主）名義の金融機関口座・
認め印・保険証
□助成金額　５万円
□申請期間　葬儀を行った日の翌日から
２年間

市 連からの 絡 帳 □提出書類　●西東京市後期高齢者葬祭
費助成交付申請（請求）書　●会葬礼状ま
たは葬儀社に支払った領収書の写し（い
ずれも喪主名義のもの）
※申請後１カ月程度で振り込み、通知は
申請者（喪主）へ郵送
◆保険年金課np042－460－9823

家族介護慰労金を支給

福祉

　在宅の高齢者を介護している家族の経
済的負担を減らし、在宅生活の継続と向
上のために、家族介護慰労金を支給します。
d下表の要件を全て満たしている65歳以
上の高齢者を１年間以上介護し、過去１
年間以上、市民税非課税世帯に属する方
□申請日の属する月の前月末日を基準に

過去
１年間
以上

要介護４または５と
認定されている高齢者
市民税非課税世帯に属する高齢者
介護保険サービスを利用して
いない高齢者（年間７日間までの
ショートステイ利用を除く）

過去
１年間

介護保険施設以外の病院などに
90日以上の長期入院をしていない
高齢者

□支給額　年額10万円
i10月２日㈪～31日㈫の平日に、介護
保険被保険者証・認め印・金融機関口座
の分かるもの（郵便局を除く）を高齢者支
援課（保谷保健福祉総合センター１階・
田無庁舎１階）へ持参
◆高齢者支援課op042－438－4028

障害福祉課窓口に手話通訳者を配置

　各庁舎での手続き・相談などで、ぜひ
ご利用ください。
□10月・11月の配置日

日程 場所
10月11日㈬ 保谷庁舎

20日㈮ 田無庁舎
11月�８日㈬ 保谷庁舎

17日㈮ 田無庁舎
※いずれも午後１時～５時
※通訳者配置日以外にも手話通訳者の派
遣を行っています。詳細は、お問い合わ
せください。
◆障害福祉課op042－438－4034・
l042－423－4321

10月は、市・都民税
普通徴収第３期の納期です。
納付には、便利な口座振替を

◆納税課np042－460－9831

　高齢者世帯・障害
者世帯に「家具等転
倒防止器具取付け等
サービス」を実施し
ます。詳細は、下表
をご覧ください。

□サービス詳細

家具等転倒防止器具等の例

開きドアストッパー
扉が開かないように！

ポール式器具
（つっぱり棒）
ストッパー式器具
家具の前方下部に挟
み、家具を壁側に傾
斜させる器具�

高齢者世帯 障害者世帯

対象世帯
65歳以上の方のみの世帯
（老人福祉施設などに入居して
いる方を除く）

身体障害者手帳４級以上または
愛の手帳４度以上をお持ちの方
のみの世帯

※１世帯につき１回のみ。過去に給付を受けた世帯は申請不可

種類・
定員
※①②の
いずれか

①器具の
給付と
取り付け

器具をお持ちでない世帯で、
１世帯につき給付する器具料金上限額4,000円（税込）・５カ所まで

70世帯（申込順） ２世帯（申込順）

②器具の
取り付けのみ

器具をお持ちの世帯で、１世帯につき業者が取り付けできる
器具を３カ所まで

20世帯（申込順） ２世帯（申込順）
申請期間 10月２日㈪～２月23日㈮
持ち物 認め印　※代理人が申請する場合は、委任状が必要
申請書配付・受付 高齢者支援課（田無庁舎１階・

保谷保健福祉総合センター１階）障害福祉課（両庁舎１階）

問い合わせ 高齢者支援課o
p042－438－4028

障害福祉課o
p042－438－4034

家具等転倒防止器具取付け等サービス
　入園申込書類の配布・受付の予定を
お知らせします。
d平成30年４月から保育園などへ新
たに入園または転園を希望する方
●�平成29年度の入園（転園）申込をし
ている方も、平成30年４月からの
入園を希望する場合は、必ず再度申
し込みしてください。

●�市外の施設の入園申込方法は、市区
町村で異なります。必ず施設がある
市区町村に確認してください。

●�平成30年２月３日までに出産予定
の方は、出生予定として申請が可能
です。
※詳細は10月23日㈪配布予定の書類
をご覧ください。
□就労証明書の書式　10月２日㈪から
保育課（田無庁舎１階）・市kで配布
※申込書よりも早く配布します。取得
に時間がかかる方は、早めに準備をし
てください。
d雇用されて就労している方・採用

内定中の方・育児休業中の方
※自営業を含め、このほかの状況の方
は10月23日㈪以降の配布書類をご利
用ください。
□申込書・案内
10月23日㈪から保育課（田無庁舎１
階）・市k・市内保育園・保谷庁舎１
階受付で配布
※保育園・保谷庁舎では配布のみ

□入園申込スケジュール
日程 内容

10月２日㈪ 就労証明書の書式配布開始

23日㈪ そのほか書類・
案内の配布開始

11月７日㈫ 受付開始（１次）
20日㈪ 受付終了（１次）
21日㈫ 受付開始（２次）

平成30年
２月中旬 選考結果通知（１次）

３月下旬 受付終了（２次）
３月中旬 選考結果通知（２次）

※詳細は、市報10月15日号に掲載予定
◆保育課np042－460－9842

保育園な
ど入園児募集スケジュール平成30年度


